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Taking the field to Omi of the Ashikaga Yoshiki, as seen in the Shinto flute "Tacchimon"　　
　I would like to analyze the case of the Shinto flute （translation, “tacchimon”）, which 
concentrates on the period before and after Omi took the field of Ashikaga Yosihki. I 
intend to analyze the political aim of Omi taking the field of right material from there 
by writing. A general image of the administrative plan at which the right material is 
aimed is shown through these works.
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
明
応
の
政
変
以
前
の
時
期
に
お
け
る
将
軍
足
利
義
材
の
政
権
構
想
を
究
明
す
る
試
み
で
あ
る
。
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
足

利
義
材
笙
始
儀
に
つ
い
て
基
礎
的
な
確
認
作
業
を
行
っ
た

（
（
（

。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
笙
器
「
達
智
門
」
を
素
材
と
す
る
こ
と
で
、
義
材

の
政
権
構
想
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
の
着
想
を
得
た
。
尤
も
、
笙
あ
る
い
は
雅
楽
を
通
じ
て
足
利
将
軍
家
の
政
治
的
側
面
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
は
、
研
究
史
上
、
そ
れ
な
り
の
蓄
積
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
そ
の
嚆
矢
と
し
て
豊
永
聡
美
氏

（
（
（

や
坂

本
麻
実
子
氏

（
（
（

な
ど
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
両
氏
の
研
究
は
主
に
尊
氏
か
ら
義
満
に
か
け
て
の
時
期
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
「
王
権
簒
奪
計
画
説
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
憾
み
が
あ
る

（
（
（

。

　

義
材
と
雅
楽
に
つ
い
て
は
中
原
香
苗
氏
の
論
考
が
あ
る

（
（
（

。
中
原
氏
に
よ
る
と
、
義
材
は
皇
室
の
権
威
で
自
ら
を
権
威
化
す
る
べ
く
皇

室
に
接
近
し
、
そ
の
過
程
の
一
つ
と
し
て
雅
楽
に
も
関
心
を
持
ち
、『
舞
曲
之
口
伝
』
を
豊
原
統
秋
に
編
纂
さ
せ
た
と
す
る
。
ま
た
統

秋
が
義
材
に
と
っ
て
楽
道
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
も
強
調
さ
れ
る
。
中
原
氏
の
考
察
に
続
く
か
た
ち
で
義
材
と
雅
楽
の
関
係
を
政
治
史
的

に
検
討
し
た
論
考
に
三
島
暁
子
に
よ
る
「
将
軍
が
笙
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」
が
あ
る

（
（
（

。
三
島
氏
は
「
義
材
（
義
稙
）
は
、「
笙
始
」
に

武
家
棟
梁
と
し
て
の
拠
り
所
を
求
め
る
と
同
時
に
、
天
皇
家
と
同
じ
笙
を
奏
す
る
こ
と
で
、
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
の
文
化
的
な
居

場
所
も
確
保
し
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
（
一
四
四
頁
）、「「
達
智
門
」
は
、
足
利
将
軍
家
の
登
場
以
前
か
ら
銘
器
と
伝
わ

る
笙
で
あ
っ
た
。（
略
）
室
町
後
期
に
お
い
て
、
特
に
義
材
の
活
動
期
に
将
軍
家
の
象
徴
と
し
て
の
称
揚
が
み
ら
れ
る
点
は
、
求
心
力

の
低
下
を
打
破
す
る
た
め
に
再
び
源
氏
祖
先
の
説
話
に
立
ち
返
り
、
足
利
将
軍
家
を
立
て
直
そ
う
と
し
た
義
材
奮
闘
の
様
子
の
表
れ
と

い
え
る
だ
ろ
う
」（
一
四
九
頁
）
と
し
て
、
義
材
が
自
ら
の
将
軍
権
威
称
揚
の
た
め
に
笙
の
銘
器
「
達
智
門
」
を
利
用
す
る
様
子
を
描
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き
出
し
た

（
（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
足
利
義
材
に
関
す
る
最
も
著
名
な
政
治
的
事
項
と
い
え
ば
、
六
角
氏
征
伐
の
た
め
の
近
江
出
陣
で
あ
ろ
う
。
義
材
に
よ

る
近
江
出
陣
に
つ
い
て
設
楽
薫
氏
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

 

義
材
の
近
江
出
陣
の
目
的
は
、
前
将
軍
義
尚
が
意
図
し
た
の
と
同
様
に
奉
公
衆
の
擁
護
、
即
ち
、
そ
の
所
領
回
復
と
、
戦
時
体
制
を

名
目
に
寺
社
本
所
領
を
兵
粮
料
と
し
て
奉
公
衆
に
給
与
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

設
楽
氏
は
義
材
の
近
江
出
陣
を
奉
公
衆
の
擁
護
が
目
的
で
あ
り
、
義
尚
の
政
策
を
継
承
す
る
も
の
だ
と
評
価
し
た

（
（
（

。
こ
の
設
楽
氏
の

解
釈
は
近
年
の
通
史
類
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

（
（
（

、
直
近
で
は
、
早
島
大
祐
氏
が
「
新
将
軍
義
材
は
義
尚
が
成
し
遂
げ
ら

れ
な
か
っ
た
親
征
を
再
度
行
う
決
意
を
し
て
お
り
、
将
軍
権
力
の
確
立
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
述
べ
、
義
材
は
義
尚
の
達

成
で
き
な
か
っ
た
課
題
に
取
り
組
み
、
将
軍
権
力
確
立
を
目
指
し
た
と
論
じ
た

（
（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
義
材
の
近
江
出
陣
の
前
後
に
集
中
す
る
笙
（
及
び
「
達
智
門
」）
に
関

す
る
事
例
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
義
材
の
近
江
出
陣
の
政
治
的
意
図
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
義
材

が
目
指
し
た
将
軍
像
な
り
政
権
構
想
な
り
を
提
示
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
明
応
の
政
変
以
前
の
将

軍
初
任
時
に
つ
い
て
「
義
材
」、
復
権
を
遂
げ
て
将
軍
に
再
任
し
て
以
降
を
「
義
稙
」
と
表
現
す
る
。
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一
、
足
利
将
軍
家
と
達
智
門

　

明
応
の
政
変
を
挟
ん
で
、
義
材
か
ら
義
稙
に
至
る
一
五
世
紀
末
～
一
六
世
紀
初
頭
の
時
期
に
お
い
て
は
、
足
利
家
伝
来
の
達
智
門
な

る
笙
器
に
関
す
る
同
時
代
史
料
が
妙
に
目
立
つ
。
時
系
列
は
前
後
す
る
が
、
ま
ず
は
将
軍
に
再
任
し
て
以
降
の
義
植
期
に
つ
い
て
見
て

み
よ
う
。

１
．
達
智
門
の
帰
還
と
参
賀

　

再
任
時
義
稙
の
時
代
に
笙
器
達
智
門
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
出
来
事
が
起
き
た
。
そ
の
と
き
の
様
相
に
つ
い
て
、
史
料
を

い
く
つ
か
掲
げ
て
い
き
た
い
。

　

 

室
町
殿
就
被
設
御
笙
達
智
門

各
参
御
礼
、
被
進
銀
劔
云
々
、
予
依
不
具
不
参
、
此
笙
久
在
鞍
馬
辺
云
々
、
大
外
記
師
蒙
朝
臣
参
詣
鞍
馬

寺
之
次
、
二
百
疋
仁
勘
得
之
帰
宅
了
、
進
此
笙
於
室
町
殿
云
々
、
累
代
被
副
置
御
小
袖
之
御
器
也
、
其
後
為
褒
美
御
馬
一
疋
并
御
太

刀
二
腰
名
物

二
千
疋
被
下
之

（
（（
（

、

　

永
正
一
二
年
（
一
五
一
五
）
の
六
月
、
達
智
門
が
室
町
殿
に
安
置
さ
れ
る
運
び
と
な
り
、
記
主
の
五
条
為
学
を
は
じ
め
と
す
る
「
各
」

が
「
御
礼
」
に
参
じ
た
（
傍
線
部
）。
そ
れ
ま
で
達
智
門
は
久
し
く
「
鞍
馬
辺
」
に
あ
っ
た
も
の
を
、
押
小
路
師
蒙
（
師
象
）
が
入
手
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し
た
こ
と
で
将
軍
家
の
手
元
に
戻
っ
た
の
だ
が
（
破
線
部
）、
達
智
門
と
は
「
累
代
被
副
置
御
小
袖
之
御
器
」
で
あ
っ
た
（
波
線
部
）。

　
「
各
」
が
「
御
礼
」
に
参
じ
た
の
は
、
自
然
発
生
的
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。『
守
光
公
記
』
永
正
一
二
年
の
六
月
二
三
日
条
と
二
四

日
条
を
確
認
し
よ
う

（
（1
（

。

　

自
勧
修
寺
有
使
、
明
日
達
智
門
御
笙
帰
参
之
間
、［
欠
］
可
参
由
、
被
相
触
之
、
必
可
参
由
申
入
者
也
、
栂
尾
被
来
、（
二
三
日
）

　

 

六
月
廿
四
日
、
甚
雨
下
、
早
旦
参
室
町
殿
、
両
京
兆
、
鶴
寿
、
御
供
衆
、
公
家
、
余
、
□
烏
丸
、
阿
野
、
頭
中
将
、
日
野
、
伯
、
藤

兵
衛
佐
等
也
、（
二
四
日
）

　

達
智
門
の
帰
還
に
際
し
、
義
稙
の
サ
イ
ド
が
主
体
的
に
「
被
相
触
」
た
結
果
（
二
三
日
条
）、
大
内
義
興
、
細
川
高
国
、
畠
山
植
長
、

烏
丸
冬
光
、
阿
野
季
時
、
正
親
町
三
条
公
兄
、
日
野
内
光
、
雅
成
王
、
高
倉
永
家
な
ど
公
武
の
有
力
者
が
室
町
殿
に
参
賀
し
た
の
で
あ

る
（
二
四
日
条
）。
ま
た
、
引
用
は
省
略
し
た
が
、
そ
の
三
日
後
に
は
惣
参
賀
が
あ
り
、
さ
ら
に
後
柏
原
天
皇
か
ら
女
房
奉
書
も
届
け

ら
れ
た
こ
と
が
二
七
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
よ
う
に
、
達
智
門
帰
還
に
は
参
賀
が
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
参
賀
を
催
す
こ
と
に
は
、
い
な
か
る
政
治
的

意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』第
二
版
で「
参
賀
」を
調
べ
る
と
、「
参
内
し
て
賀
意
を
申
し
上
げ
る
こ
と
」と
あ
る
が
、必
ず
し
も「
参
内
し
て
」

の
（
＝
天
皇
に
対
す
る
）
賀
意
表
明
と
は
限
ら
な
い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、『
言
継
卿
記
』
の
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
一
一
月
一

日
条
で
あ
る
。
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東
坊
城
令
同
道
武
家
に
参
賀
、

　

見
て
の
通
り
、
記
主
の
山
科
言
継
は
足
利
義
昭
（「
武
家
」）
に
対
す
る
朔
日
慶
賀
を
「
参
賀
」
と
表
記
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
参

賀
」
を
「
貴
人
に
対
し
て
賀
意
を
申
し
上
げ
る
こ
と
」
と
し
て
捉
え
、
基
本
的
に
将
軍
に
対
す
る
参
賀
（
武
家
参
賀
）
を
取
り
扱
う
こ

と
と
す
る
。
当
該
期
の
武
家
参
賀
が
有
し
た
政
治
的
作
用
に
つ
い
て
は
、
言
継
の
祖
父
に
あ
た
る
山
科
言
国
が
記
し
た
次
の
記
事
に
示

唆
的
で
あ
る
。

　

 

今
度
之
御
所
キ
ヤ
ウ
ケ
ン
院
殿
、
細
川
ヘ
イ
レ
マ
イ
ラ
セ
御
習
御
成
在
之
云
々
、
然
間
御
ミ
ヤ
ウ
字
御
爵
之
儀
ニ
陣
ノ
儀
在
之
、
上

卿
甘
露
寺
大
納
言
、
弁左

少
弁
広
橋

守
光
束
帯

、
大
内
記
在
数
朝
臣
同

、
就
之
今
夕
御
礼
ア
ル
ヘ
キ
ノ
由
、
伝
奏
ヨ
リ
被
申
、
可
夜
入
云
々
、
今
夜

ハ
役
者
其
外
節
朔
衆
御
礼
申
由
間
、
予
暮
々
ニ
御
礼
細
川
御
所
参
賀
、
未
無
公
家
方
間
、
先
上
冷
泉御

方近
所
之
間
、
其
宿
所
行
キ
ヽ
ツ

ク
ロ
ヒ
参
、
三
条
西
予
ア
ル
由
聞
被
来
、
其
ヨ
リ
同
道
細
川
参
、
亭
主
同
道
夜
五
時
分
当
御
所
細
川
屋
形
渡
御
也
、
右
京
大
夫
門
外

出
畢
、
先
御
祝
参
云
々
、
次

御
名
字
義
遐
云
々
、

大
内
記御

位
従
五
位
上
云
々

位
記
持
参
、
中
門
ヨ
リ
也
、
申
次
左
少
弁
守
光
、
其
後
御
対
面
在
之
、
武
家
之
後
、
公
家
日
野
・

三
条
・
烏
丸
以
下
、
御
陣
之
衆
間
カ
タ
キ
ヌ
小
袴
也
、
武
家
後
異
躰
衆
参
、
其
後
公
家
也
、
伝
奏
自
禁
裏
参
御
太
刀
白

持
参
、
其
後
私
御
礼
、
御
礼
参
方
々
、
三
条
西
・

上
冷
泉
前
中
納
言
・
予
・
伯
二
位
・
広
橋
・
大
内
記
等
也
、
御
太
刀
二
フ
リ
参
、
御
名
字
也
、
次
亭
主
右
京
大
夫
札
申
、
各
太
刀
遣

之
、
予
四
過
時
分
帰
了
、
申
次
大
タ
チ
ノ
六
津
守

（
（1
（

、

　

明
応
の
政
変
の
直
後
、（
事
実
上
の
）
新
将
軍
た
る
清
晃
（
の
ち
の
義
高
＝
義
澄
）
の
名
字
決
定
・
叙
従
五
位
下
を
伝
え
る
位
記
な
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ど
が
後
土
御
門
天
皇
か
ら
清
晃
の
も
と
に
下
達
さ
れ
た（
点
線
部
）。
そ
の
日
の
内
に
、さ
っ
そ
く「
役
者
其
外
節
朔
衆
」の
参
賀
が
あ
っ

た
の
だ
が
（
傍
線
部
）、
当
日
は
「
御
習
御
成
」
の
た
め
に
清
晃
は
政
元
邸
に
渡
御
し
て
お
り
、
参
賀
を
政
元
邸
で
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
（
波
線
部
）。
政
元
の
邸
宅
で
清
晃
が
参
賀
を
受
け
た
と
い
う
事
実
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
こ
の
日
、
参
賀
に
訪
れ
た
公
家
衆
は
、

清
晃
と
政
元
の
特
別
な
関
係
性
や
、
政
元
の
卓
越
性
と
い
っ
た
も
の
を
体
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
参
賀
と
は
政
治
権
力
中
枢
部
の
秩

序
を
喧
伝
す
る
作
用
を
有
す
る
政
治
的
作
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

 

是
日
参
賀
如
例
、
前
関
白
参　

禁
裏
并
武
家
、
各
対
面
云
々
、
入
夜
左
衛
門
督
来
、
令
対
面
、
自
武
家
使
云
々
、
毎
度
参
賀
之
儀
不

闕
御
参
御
祝
着
候
、
仍
五
ヶ
庄
半
済
真
如
寺
分
事
被
返
進
云
々
、
御
下
知
事
松
田
豊
前
ニ
被
仰
付
由
命
之
、
不
存
寄
儀
祝
着
無
極
者

也
、
誠
於
参
賀
事
者
近
年
家
門
外
不
見
及
也
、
勧
一
盞
、
令
返
答
祝
着
之
由

（
（1
（

、

　

右
の
史
料
は
、
近
衛
家
は
摂
関
家
で
た
だ
一
家
だ
け
武
家
参
賀
を
欠
か
さ
ず
、
そ
れ
に
よ
り
「
五
ヶ
庄
半
済
真
如
寺
分
」
の
返
還
が

実
現
し
た
と
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
将
軍
家
へ
の
参
賀
は
恩
賞
の
対
象
に
も
な
り
え
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
み
た
事
例
に
必

ず
出
て
き
た
よ
う
に
、
将
軍
家
の
参
賀
に
は
公
家
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

 

辰
剋
大
樹
ニ
令
参
賀
、
武
辺
輩
数
十
人
祗
候
、
公
卿
座
ニ
兼
ニ［

テ
］
細
川
右
京
大
夫
・
大
内
左
京
大
夫
等
祗
候
、
細
川
右
馬
頭
・
畠
山
宮

内
少
輔
候
縁
之
間
ニ
、
縁
ニ
徘
徊
之
処
、
両
京
兆
下
縁
跪
候
、
請
申
間
、
余
着
座
公
卿
座
、
即
招
両
京
兆
処
、
候
畳
上
、
■
■
暫
時

又
種
村
刑
部
少
輔
来
、
公
家
衆
祗
候
之
間
ニ
ア
ル
ヘ
キ
由
申
間
、
起
座
着
件
座

（
（1
（

、
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義
尹
か
ら
義
稙
へ
と
改
名
し
た
こ
と
を
受
け
近
衛
尚
通
は
室
町
殿
へ
と
参
賀
し
た
。
そ
の
際
、
義
稙
は
摂
関
家
正
嫡
の
尚
通
を
慇
懃

に
接
遇
し
、
将
軍
邸
殿
内
に
招
き
入
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
い
、
律
令
的
官
位
秩
序
に
お
い
て
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
細
川
高

国
と
大
内
義
興
は
「
下
縁
跪
候
」
と
い
う
行
動
を
と
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
近
衛
尚
通
と
細
川
高
国
・
大
内
義
興
の
身
分
差
が
顕
然
化
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
尚
通
は
足
利
義
稙
の
も
と
に
参
賀
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
参
」
と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ

こ
で
は
近
衛
尚
通
を
下
位
、
足
利
義
植
を
上
位
と
す
る
秩
序
が
表
現
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
に
お
い
て
は
、

「
足
利
義
稙
≫
近
衛
尚
通
≫
細
川
高
国
・
大
内
義
興
」
と
い
う
上
下
関
係
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

武
家
の
中
で
足
利
将
軍
家
が
（
ほ
ぼ
）
唯
一
公
家
化
を
遂
げ
て
い
た
室
町
幕
府
体
制
下
に
お
い
て
、
参
賀
と
い
う
政
治
儀
礼
は
、
公

家
と
武
家
が
同
一
の
場
に
集
結
し
、
公
家
と
い
う
存
在
を
介
す
る
こ
と
で
、
将
軍
と
そ
の
他
の
武
家
と
の
身
分
格
差
を
確
認
す
る
機
会

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
参
賀
と
い
う
場
を
義
材
（
義
稙
）
は
積
極
的
に
活
用
し
て
い
た
。

　

 

武
家
惣
参
賀
也
、
相
公
羽
林
参
入
、
群
参
大
略
無
所
残
歟
云
々
、
博
陸
装
束
等
被
借
用
之
間
、
昨
日
遣
了
、
又
金
覆
輪
所
望
人
々
有

之
間
、
各
遣
了

（
（1
（

、

　

永
正
八
年
九
月
五
日
、「
群
参
大
略
無
所
残
歟
」
と
い
う
惣
参
賀
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
八
月
二
四
日
の
船
岡
山
合
戦
勝
利
を
受
け
て

の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
義
稙
が
八
月
二
七
日
に
そ
れ
ま
で
の
避
難
先
で
あ
っ
た
高
雄
へ
の
参
賀
を
停
止
し
て
い

る
事
実
で
あ
る

（
（1
（

。
そ
し
て
、
九
月
一
日
に
は
義
稙
が
入
洛
を
果
た
し
、
翌
九
月
二
日
に
「
惣
参
賀
は
五
日
で
あ
る
」
と
の
指
示
が
三
条

西
実
隆
の
も
と
に
届
い
て
い
る

（
（1
（

。
こ
こ
か
ら
何
が
い
え
る
か
と
い
う
と
、
義
稙
は
、
公
家
衆
の
自
然
発
生
的
な
参
賀
を
抑
止
し
、
京

中
に
お
け
る
大
々
的
な
参
賀
を
実
現
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
義
稙
は
参
賀
を
戦
勝
祝
事
と
し
て
自
ら
の
意
図
に
基
づ
き
プ
ロ
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デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
参
賀
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
積
極
的
な
意
志
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

　

他
の
事
例
も
掲
げ
て
お
く
と
、
永
正
一
〇
年
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

 

従
勧
修
寺
、
明
後
日
十
五
日
、

礼
拝
講
御
礼
可
有
参
賀
之
由
相
触
食
入
可
為
如
何
哉
之
由
申
送
処
、
十
六
日
迄
触
穢
之
由
、
不
可
苦
之
由
申

間
、
可
参
賀
之
由
申
之

（
（1
（

、

　

為
室
町
殿
御
一
代
一
度
御
沙
汰
、
被
行
日
吉
礼
拝
講
、
要
脚
及
千
貫
云

（々
11
（

、

　

一
つ
目
の
史
料
に
は
、
義
稙
が
永
正
一
〇
年
に
日
吉
礼
拝
講
を
行
っ
た
こ
と
が
、
二
つ
目
の
史
料
に
は
義
稙
が
そ
れ
を
伴
い
「
御
一

代
一
度
」
の
慶
事
と
し
て
公
家
衆
に
参
賀
を
要
求
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
義
稙
へ
の
改
名
や
、
船
岡
山
合
戦
勝
利
の
事
例

も
含
め
、
将
軍
権
威
を
喧
伝
す
る
機
会
を
捉
え
て
は
積
極
的
に
参
賀
の
政
治
性
を
活
用
す
る
義
稙
の
姿
は
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
義
稙
と
し
て
将
軍
に
再
任
し
て
以
降
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
将
軍
初
任
時
の
義
材
時
代
も
同
様
で
あ
る
。

　

 

武
家
昨
日
御
小
袖
并
御
旗
等
被
一
見
云
々
、
依
此
儀
可
有
参
賀
之
由
昨
日
自
伝
奏
申
送
間
、
早
旦
余
并
右
府
参
武
家
、
構
虫
気
無
対

面
（
1（
（

、

　

次
章
で
詳
述
す
る
が
、
近
江
出
陣
の
直
前
、
自
ら
の
将
軍
と
し
て
の
正
当
性
を
示
す
「
御
小
袖
并
御
旗
一
見
」
に
関
し
て
、
義
材
は

公
家
衆
に
参
賀
を
指
示
し
て
い
る
。
義
稙
は
義
材
期
以
来
、
一
貫
し
て
将
軍
権
威
向
上
に
関
わ
る
慶
事
に
際
し
て
参
賀
を
活
用
し
て
い
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た
の
で
あ
る
。

　

2
．
達
智
門
と
明
応
の
政
変

　

義
稙
は
達
智
門
の
帰
還
に
際
し
て
参
賀
を
催
し
た
。
そ
の
う
ち
参
賀
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
。
次
は
達
智

門
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
ぜ
達
智
門
は
将
軍
権
威
向
上
の
素
材
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
考
え

よ
う
。

　

達
智
門
ハ
高
名
ノ
笙
ナ
リ
、
此
笙
ノ
ア
タ
ヒ
ヲ
モ
テ
其
用
途
ニ
ア
テ
、
件
ノ
門
ヲ
ツ
ク
ル
、
仍
此
号
ア
リ
、

　

古
記
載
之
、

　

 

私
記
云
、
右
之
説
真
也
、
八
幡
殿
御
代
ニ
出
現
器
也
、
伝
云
、
六
七
十
歳
バ
カ
リ
ノ
法
師
此
器
ヲ
持
テ
義
家
ノ
器
ヲ
御
尋
ア
ル
ヨ
シ

承
及
間
笙
一
管
持
参
由
ヲ
申
御
覧
ア
リ
テ
時
光
ニ
ミ
セ
ラ
ル
、
所
労
之
間
私
宅
ニ
テ
見
之
テ
無
双
ノ
器
ナ
リ
、
イ
カ
程
モ
可
申
ニ
ア

タ
イ
ヲ
カ
キ
ラ
ズ
メ
シ
ト
メ
ラ
ル
ヘ
シ
ト
申
、
仍
代
ヲ
被
尋
、
此
法
師
二
万
貫
ナ
ラ
ハ
ウ
ル
ヘ
キ
ヨ
シ
申
、
義
家
ノ
思
食
様
タ
ダ
モ

ノ
ニ
ア
ラ
ス
、
サ
ラ
ハ
メ
ス
ベ
キ
ヨ
シ
御
定
ア
リ
テ
要
脚
達
智
門
ノ
為
ニ
ヲ
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
二
万
貫
ヲ
可
被
渡
由
ナ
リ
、
然
ハ
器
ヲ

進
置
ナ
リ
、
要
脚
明
日
取
ニ
可
参
由
申
入
テ
去
ヌ
、
召
返
シ
テ
サ
テ
モ
此
器
ハ
タ
レ
カ
ソ
ヤ
、
又
イ
ツ
ク
ヨ
リ
来
ソ
ト
問
給
ヘ
バ
、

播
磨
書
写
山
ヨ
リ
持
参
シ
侍
由
申
テ
帰
ヌ
、
サ
テ
明
ル
日
モ
取
ニ
不
参
、
其
マ
マ
ツ
イ
ニ
要
脚
ヲ
ト
ラ
ス
、
不
思
議
ノ
事
ナ
リ
ト
テ

時
光
ニ
被
仰
付
テ
、
書
写
山
ヘ
人
ヲ
ツ
カ
ハ
シ
テ
、
此
事
ヲ
被
尋
処
ニ
、
更
ニ
当
山
サ
ヤ
ウ
ノ
器
ナ
シ
、
又
可
持
参
僧
ナ
シ
ト
申
ス
、

サ
テ
ハ
八
幡
ヨ
リ
給
之
ニ
ヤ
ト
思
食
テ
、
其
要
脚
為
御
修
理
則
八
幡
宮
ヘ
マ
イ
ラ
サ
セ
給
フ
、
則
ウ
ツ
ボ
丸
ト
号
シ
給
テ
武
勇
ノ
器
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ニ
被
用
之
テ
悉
天
下
ヲ
静
給
、
御
累
代
ノ
器
ト
シ
給
ト
云
々
、
音
声
ス
ク
レ
タ
リ

（
11
（

、

　

冗
長
な
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
傍
線
部
で
あ
る
。
笙
器
達
智
門
は
、
源
義
家
が
二
万
貫
で
買
得
し
た
と

い
う
由
緒
を
持
つ
名
器
で
あ
り
、
か
つ
て
拙
稿
で
も
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
南
北
朝
期
に
は
源
義
家
と
足
利
義
詮
と
を
シ
ン
ク
ロ
さ
せ

る
媒
介
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た

（
11
（

。
ま
た
、は
じ
め
に
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、達
智
門
は
御
小
袖
と
と
も
に
将
軍
家
武
威
の
象
徴
で
あ
っ

た
こ
と
が
三
島
暁
子
氏
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
お
り

（
11
（

、
御
小
袖
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　

 

一
、
御
小
袖
御
拝
見
、
当
御
代
始
而
御
拝
見
也
、
御
代
ニ
一
度
御
拝
見
之
御
嘉
例
云
々
、
一
色
左
京
大
夫
殿
申
沙
汰
也
、
仍
御
太
刀

金
、

参
、
大
名
・
外
様
・
公
家
・
門
跡
少
々
、
御
供
衆
・
右
筆
方
御
前
衆
、

当
番
衆
、
御
造
作
奉
行
各
一
腰
進
上
也
、
前
七
日
御
神
事
也
、
左

京
大
夫
殿
・
同
兵
部
少
輔
殿
両
人
直
垂
裏
、

也
（
11
（

、

　

御
小
袖
は
一
代
に
一
度
、
室
町
将
軍
が
拝
見
す
べ
き
足
利
家
の
家
宝
で
あ
り
、
先
例
化
、
儀
礼
化
を
遂
げ
た
象
徴
的
器
物
だ
っ
た

（
11
（

。

そ
し
て
達
智
門
は
、
そ
の
御
小
袖
と
並
列
に
さ
れ
る
よ
う
な
器
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
達
智
門
が
発
見
さ
れ
帰
還
し
た

と
な
れ
ば
、
当
然
、
参
賀
の
対
象
に
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
度
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
達
智
門
が
失
わ
れ
た
過
程
に
つ
い
て
復
元
し
て
み
よ
う
。

　

是
日
、
武
家
出
陣
、
相
伴
実
門
并
右
府
密
々
見
物
、
大
概
記
之
、

　

（
略
）
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次
武
家
衆
、

　

武
衛
後
騎
四
十
九
人
、

主
人
帯
甲
冑
、

　

次
御
小
袖
唐
櫃
、

　

警
固
、　

一
色
修
理
大
夫
後
騎
四 

十
二
人

　

同
名
吉
原
四
郎
、　

同
兵
部
少
輔
等
相
従
之
、

　

次
御
護
唐
櫃
、

　

警
固
、　

大
和
守
、　

同
三
郎
、　

同
三
重
左
京
亮
、　

同
佐
渡
彦
三
郎
、
松
原
七
郎
、
同
本
郷
太
郎
左
衛
門

　

次
御
旗
入
袋
懸
郎
等
頸
、
但
私
ノ
旗
歟
、
可
尋
之
、

杉
櫃
一
合
舁
之
、　

連
ヲ
ハ
ル
、
是
御
旗
歟
、

　
　

 

佐
々
木
大
膳
大
夫
高
頼
被
准
朝
敵
、
錦
御
旗
同
被
申
治
罰
云
々
、
仍
今
度
新
調
云
々
、
武
家
旗
同
新
調
也
、
聖
門
被
申
御
旗
加
持
、

今
日
又
被
申
御
出
門
之
加
持
、

　

富
永
五
郎

　

次
御
旗
竿
二
本
、
各
入
袋

　

進
士
美
作
守

（
11
（

、

　

近
江
出
陣
に
お
い
て
足
利
義
材
は
「
御
小
袖
唐
櫃
」「
御
護
唐
櫃
」「
御
旗
」（
＝
「
錦
御
旗
」
と
「
武
家
旗
」）「
御
旗
竿
」
な
ど
を

携
行
し
て
い
た
（
後
述
す
る
よ
う
に
、「
御
小
袖
唐
櫃
」
に
は
達
智
門
も
入
れ
ら
れ
て
い
た
）。

　

義
材
は
近
江
出
陣
だ
け
で
な
く
、
続
く
河
内
出
陣
で
も
足
利
家
に
ま
つ
わ
る
重
宝
を
携
帯
し
た
ら
し
い
。
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是
日
武
家
進
発
、
辰
刻
出
門
、
主
人
烏
帽
子
カ
サ
オ
リ

、
朽
葉
直
垂
帯
剣
乗
馬
如
去
々
年
、
今
暁
尾
張
守
出
陣
、
其
外
大
名
今
夕
明
旦
可
参

陣
云
々
、
抑
今
度
被
用
帯
剣
事
等
持
院
贈
左
府
劔
云
々
、
度
々
合
戦
被
達
本
意
云
々
、
然
而
此
劔
被
成　

禁
裏
御
物
、
今
度
為
出
陣
被

申
請
間
被
遣
之
、
仍
其
代
名
作
太
刀
二
腰
被
進
上
云

（々
11
（

、

　

義
材
が
河
内
出
陣
に
お
い
て
「
等
持
院
左
府
劔
」
を
携
え
て
い
た
こ
と
を
右
掲
史
料
は
伝
え
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
次
の
史

料
も
注
目
さ
れ
る
。

　

昨
日
廿
五
日
河
内
正
覚
寺
没
落
云
々
、
仍
御
所
者
昨
日
辰
剋

御
小
袖
并
二
銘
之
御
重
代
被
持
、
上
原
左
衛
門
大
夫
手
江

有
御
落
、
御
伴

人
数
者
、
葉
室
大
納
言
忠
光
、
一
色
駿
河
守
并
種
村
入
道
・
同
形

［
マ
マ
］部
少
輔
・
同
八
郎
・
木
阿
・
其
子

（
11
（

、

　

明
応
の
政
変
に
際
し
、
義
材
は
「
御
小
袖
并
二
銘
」
を
携
え
降
伏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
義
材
は
「
御
小
袖
」
を
河
内
出

陣
で
も
持
ち
出
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
、「
等
持
院
左
府
劔
」
の
み
な
ら
ず
御
小
袖
も
近
江
出
陣
に
引
き
続
き
携
帯
し
て
い
た
と

判
断
さ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
史
料
上
に
明
示
こ
そ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
江
出
陣
の
際
に
携
行
し
た
御
旗
や
達
智
門
な
ど
も
ま
た
、
携

行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な
お
、御
小
袖
と
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る「
二
銘
」に
つ
い
て
は『
明
徳
記
』（
中
）

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

（
11
（

。

　

 

御
所
さ
ま
の
其
日
の
御
装
束
は
（
略
）
累
代
の
御
重
宝
と
き
こ
え
し
篠
作
と
云
御
は
か
せ
に
、
二
銘
と
云
御
太
刀
と
二
振
は
い
て
や

げ
ん
と
を
し
と
云
御
腰
物
を
ぞ
さ
ゝ
せ
給
ひ
た
り
け
る
、
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「
二
銘
」（
ふ
た
つ
め
い
）
と
は
「
篠
作
」
と
並
ぶ
足
利
家
「
御
重
宝
」
の
太
刀
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、「
二
銘
」
と
「
等
持
院
左
府

劔
」
と
は
同
一
物
で
あ
ろ
う
。
足
利
将
軍
家
累
代
の
重
宝
は
悉
く
河
内
出
陣
に
持
ち
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
重
宝
類

は
、
河
内
出
陣
の
ま
っ
た
だ
中
に
起
こ
っ
た
ク
ー
デ
タ
ー
、
す
な
わ
ち
明
応
の
政
変
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

今
日
武
家
参
賀
也
、
御
小
袖
・
二
銘
等
去
六
日
被
渡
進
之
、
件
御
礼
云
々
、
依
不
合
期
不
参

（
1（
（

、

　

右
は
明
応
二
年
の
五
月
の
出
来
事
で
あ
る
。
御
小
袖
と
二
銘
に
つ
い
て
は
義
澄
＝
政
元
政
権
の
も
の
に
届
け
ら
れ
、
参
賀
の
対
象
と

さ
れ
て
お
り
、
河
内
の
戦
陣
か
ら
京
都
に
帰
還
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
ま
た
御
旗
に
つ
い
て
も
行
方
が
判
明
し
て
い
る
。

　

今
朝
御
旗
御
礼
惣
並
参
賀
云
々
、

　

右
は
『
実
隆
公
記
』
の
永
正
六
年
三
月
二
〇
日
条
で
あ
る
が
、
永
正
年
間
に
い
た
り
、
御
旗
は
義
稙
の
も
と
に
移
さ
れ
、
参
賀
が
行

わ
れ
た
。
義
材
が
河
内
出
陣
に
お
い
て
持
ち
出
し
た
と
思
わ
れ
る
御
小
袖
・
二
銘
・
御
旗
・
達
智
門
の
う
ち
、
御
小
袖
と
二
銘
は
明
応

の
政
変
時
、
御
旗
は
義
稙
の
再
上
洛
時
に
京
都
に
帰
還
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
重
宝
の
中
で
、
唯
一
、
達

智
門
の
み
所
在
を
確
認
で
き
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
義
稙
へ
の
参
賀
の
対
象
と
さ
れ
た
永
正
一
二
年
の
達
智
門
「
再
発
見
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
背
景
が
想
定
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で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
義
材
が
河
内
出
陣
に
持
ち
出
し
た
将
軍
権
威
を
保
障
す
る
器
物
の
内
、
達
智
門
の
み
所
在
不
明
で
あ
っ
た
。
お

そ
ら
く
明
応
の
政
変
の
混
乱
の
中
で
紛
失
し
た
の
か
、
し
ば
ら
く
義
材
が
隠
し
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
再
入
京
ま
で
の
期
間
に
手
元
を

離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
永
正
一
二
年
の
段
階
で
改
め
て
将
軍
権
威
を
て
こ
入
れ
す
る
必
要
を
感
じ
た
義
稙
が
、

そ
の
起
爆
剤
と
し
て
達
智
門
を
「
再
生
」
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
敢
え
て
「
再
生
」
と
表
現
し
た
の
は
、
も
ち
ろ

ん
達
智
門
の
実
物
そ
の
も
の
が
発
見
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
豊
原
統
秋
な
ど
が
、
適
当
な
笙
器
を
「
達
智
門
で
あ
る
」

と
認
定
す
る
こ
と
で
、「
達
智
門
が
帰
還
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
発
見
」
さ

れ
た
達
智
門
は
、
将
軍
と
し
て
の
正
当
性
を
保
障
す
る
レ
ガ
リ
ア
で
あ
り
、
明
応
の
政
変
に
よ
っ
て
義
材
が
喪
失
し
た
ま
ま
行
方
不
明

に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
達
智
門
を
「
発
見
」
し
た
義
稙
は
、
そ
れ
を
広
く
喧
伝
す
る
こ
と
で
自
ら
の
将
軍
権
威
を
再
確

立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
、
義
材
の
近
江
出
陣
と
達
智
門

　

前
章
で
は
、
将
軍
再
任
後
の
義
稙
が
笙
器
達
智
門
を
利
用
し
て
自
ら
の
将
軍
権
威
を
顕
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
様
子
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
し
か
し
、
実
は
達
智
門
を
用
い
た
将
軍
権
威
確
立
と
い
う
の
は
、
将
軍
初
任
時
以
来
、
義
材
が
重
視
し
て
い
た
戦
略
で
も
あ
っ

た
。
本
章
で
は
、
義
材
時
代
の
達
智
門
と
将
軍
権
威
確
立
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。
そ
こ
に
は
第
一
次
政
権
時
に
お
け
る
義
材
の
政
権

構
想
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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1
．
近
江
出
陣
と
達
智
門

　

義
材
は
近
江
出
陣
に
お
い
て
達
智
門
を
用
い
て
自
己
演
出
し
て
い
る
。

　

一
、
飯
尾
肥
前
殿
出
来
候
、
豊
筑
州
達
智
門
御
器
被
持
来
候
也
、
拝
見
候
也
、
此
間
御
小
袖
の
御
か
ら
ひ
つ
ニ
被
入
之

（
11
（

、

　

近
江
出
陣
の
数
日
前
、
義
材
は
達
智
門
を
豊
原
統
秋
か
ら
取
り
寄
せ
、「
御
小
袖
」
と
同
じ
唐
櫃
に
添
え
置
い
た
。

　

 

御
出
陣
路
次
一
条
東
行
、
万
里
小
路
南
行
、
三
条
東
行
、
自
粟
田
口
至
三
井
寺
之
光
精
院
給
、
昨
日
群
勢
共
立
正
木
作
路
次
奉
入
之
、

今
日
前
陣
奉
行
人
共
、
次
葉
室
新
中
納
言
、
伯
二
位
以
下
公
家
衆
也
、
御
小
袖
奉
行
一
色
、
御
幡
竹
二
本
進
士
具
之
、
御
劔
以
下
細

川
野
州
奉
之
、
次
御
出
、
御
刀
帯
千
人
計

（
11
（

、

　

 

今
日
公
方
三
井
寺
光
浄
院
為
六
角
退
治
御
動
座
、
カ
ウ
ノ
御
ヒ
タ
ゝ
レ
、
御
コ
シ
モ
ノ
御
太
刀
御
ハ
キ
候
、
カ
サ
オ
リ
、
路
次
ハ
サ

ン
シ
ウ
ヨ
リ
一
条
東
面
、
萬
里
小
路
ヲ
南
面
、
三
条
東
面
、
ア
ワ
タ
口
東
へ
、
三
井
寺
、
御
サ
キ
ヘ
松
田
ツ
シ
マ
、
次
奉
行
、
次
葉

室
殿
、
公
家
衆
四
せ
ツ
、
公
方
様
先
チ
ン
勘
解
由
少
路
殿
、
次
一
色
殿
、
前
御
小
袖
御
カ
ラ
ヒ
ツ
、
次
御
ハ
タ
サ
ヲ
二
本
ス
ヽ
シ
ノ

袋
被
入
候
、
次
シ
ン
シ
御
ハ
タ
ニ
シ
キ
ノ
袋
ニ
入
、
左
ノ
ワ
キ
ニ
カ
ク
、
ナ
シ
ウ
チ
ニ
テ
ヨ
ロ
イ
ヒ
タ
ヽ
レ
、
チ
ヲ
カ
チ
ン
ニ
キ
リ

ノ
モ
ン
ヲ
ソ
メ
ツ
ク
、
弓
シ
コ

（
11
（

、
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右
の
二
つ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
の
は
、
達
智
門
と
小
袖
を
入
れ
ら
れ
た
唐
櫃
が
義
材
の
近
江
出
陣
に
持
ち
出
さ
れ
、
奉
行
を
一
色
義

直
が
務
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
『
山
科
家
礼
記
』
の
記
事
で
あ
る
が
、
近
江
出
陣
を
前
提
に
義
材
に
献
上
さ
れ
た
達

智
門
に
つ
い
て
、
貴
族
社
会
で
は
下
級
層
に
属
す
大
沢
久
守
が
詳
し
く
叙
述
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
達
智
門
が
献
上
さ
れ
、
そ
れ
が

近
江
出
陣
に
携
行
さ
れ
た
様
子
は
広
く
京
都
の
都
市
民
に
周
知
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
義
材
は
達
智
門
な
ど
の
存
在
が
、
よ
り

多
く
の
人
々
の
目
に
届
く
よ
う
事
前
か
ら
周
到
な
準
備
を
怠
ら
な
か
っ
た
。

　

今
日
当
番
也
、
晩
頭
参
内
、
入
夜
源
氏
物
語
読
申
、
今
日
御武

家

小
袖
御
拝
見
云

（々
11
（

、

　

義
材
は
出
陣
を
控
え
た
八
月
二
三
日
に
御
小
袖
を
「
御
拝
見
」
し
た
。
そ
の
翌
日
に
は
、
次
の
『
実
隆
公
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
武

家
参
賀
が
あ
っ
た
。

　

 

昨
日
御
小
袖
御
拝
見
事
各
参
賀
云
々
、
予
故
障
之
間
不
参
、
及
昏
向
前
亜
相
方
、
明
日
可
下
向
坂
本
云
々
、
為
暇
請
也
、
有
一
盞
、

入
夜
帰
宅

（
11
（

、

　

義
材
の
御
小
袖
拝
見
は
公
家
社
会
に
お
い
て
参
賀
の
対
象
と
な
る
吉
事
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、『
後
法
興
院
記
』
の

同
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
、
御
小
袖
と
達
智
門
は
常
に
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
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武
家
昨
日
御
小
袖
並
御
旗
等
被
一
見
云
々
、
依
此
儀
可
有
参
賀
之
由
昨
日
自
伝
奏
申
送
間
、
早
旦
余
并
右
府
参
武
家
、
構
虫
気
無
対

面
、
帰
宅
以
後
実
相
院
准
后
被
来
、
今
日
参
賀
武
家
云
々
、
晩
景
被
帰
、　

一
乗
院
上
洛
云
々
、
有
使
者

（
11
（

、

　

こ
の
日
の
参
賀
を
近
衛
政
家
は
義
材
が
「
御
小
袖
並
御
旗
等
被
一
見
」
た
こ
と
に
対
す
る
参
賀
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
こ
で

は
「
御
旗
等
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
史
料
を
鑑
み
れ
ば
、「
等
」
に
達
智
門
が
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。

御
小
袖
拝
見
の
参
賀
は
、同
時
に
達
智
門
拝
見
の
参
賀
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
依
此
儀
可
有
参
賀
之
由
昨
日
自
伝
奏
申
送
間
」

（
傍
線
部
）
と
あ
る
よ
う
に
、
御
小
袖
拝
見
の
参
賀
は
義
材
が
伝
奏
を
通
じ
て
公
家
社
会
に
通
知
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
参
賀
の
場
で
は
義
材
の
こ
と
が
達
智
門
の
正
当
的
保
持
者
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

義
材
は
近
江
出
陣
に
お
い
て
、
自
ら
の
将
軍
と
し
て
の
正
当
性
を
喧
伝
す
べ
く
、
御
小
袖
な
ど
と
と
も
に
達
智
門
を
最
大
限
に
活
用

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

2
．
近
江
出
陣
と
斯
波
氏
・
一
色
氏

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
近
江
出
陣
に
お
い
て
義
材
が
と
て
も
重
視
し
て
い
た
達
智
門
で
あ
る
が
、
そ
の
達
智
門
に
注
目
す
る
と
、
一

つ
興
味
深
い
傾
向
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
近
江
出
陣
の
直
前
、
達
智
門
の
周
囲
に
は
斯
波
氏
の
存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

　

豊
筑
州
達
智
門
御
器
武
衛
持
参
候
也
、
三
位
殿
・
又
二
郎
殿
・
下
屋
形
也
、
則
被
参
候
也

（
11
（

、
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近
江
出
陣
に
お
い
て
達
智
門
は
御
小
袖
と
同
じ
唐
櫃
に
収
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
翌
日
、
達
智
門
を
収
め
た
唐
櫃
は
斯
波
邸
に
運

び
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
達
智
門
に
関
し
て
斯
波
氏
が
特
異
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
斯
波
氏

の
持
つ
い
か
な
る
性
質
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
笙
に
関
し
て
同
時
期
の
斯
波
氏
に
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　

 

武
衛
今
日
笙
血
脈
、
豊
筑
州
被
入
候
、
三
位
義
敏
候
、
元
左
兵
衛

佐
義
将
、

御
□
□
也
、
予
モ
今
日
参
候
也
、
今
朝
御
使
候
也
、
水
巻
入
道
候
也

（
11
（

、

　

近
江
出
陣
の
直
前
、
斯
波
義
敏
は
豊
原
統
秋
所
持
の
「
笙
血
脈
」
に
名
を
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
山
科
家
礼
記
』
の
延

徳
三
年
八
月
七
日
条
な
ど
に
よ
る
と
、
笙
師
範
と
し
て
義
材
（
な
ど
歴
代
足
利
将
軍
家
当
主
）
と
強
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
豊
原
氏

は
斯
波
氏
と
頻
繁
に
交
流
を
重
ね
て
い
た

（
11
（

。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　

 

本
所
今
朝
伏
見
般
舟
院　

禁
裏
御
キ
ヤ
ク
シ
ユ
ノ
御
セ
ン
ホ
ウ
在
之
、
僧
十
人
、
タ
ウ
シ
ヤ
ウ
北
野
四
辻
殿
・
右
衛
門
督
殿
・
楽
林

御
僧
也
、
綾
小
路
殿
・
甘
露
寺
殿
・
薗
殿
、
地
下
近
江
守
・
筑
前
守
・
筑
後
守
・
山
井
野
将
監
、
御
楽
七
調
子
ニ
テ
入
道
チ
ヤ
ウ
、

地
下
百
疋
取
之
、
御
時
計
候
也
、
予
・
三
郎
ゑ
も
ん
両
人
御
時
候
也
、
佐
渡
守
、
美
濃
守
、
是
御
宿
ニ
テ
酒
候
也
、
武
衛
三
位
入
道

殿
チ
ヤ
ウ
モ
ン
御
参
候
也
、
是
ノ
御
宿
ニ
テ
酒
候
也
、
な
か
ひ
つ
ニ
入
候
て
各
御
装
束
持
候
也
、
楽
人
百
疋
、
四
人
被
取
候
也

（
1（
（

、

　

延
徳
四
年
、
後
土
御
門
は
般
舟
院
に
て
逆
修
懺
法
（「
禁
裏
キ
ヤ
ク
シ
ユ
ノ
御
セ
ン
ホ
ウ
」）
を
開
催
し
た
が
（
傍
線
部
）、
そ
こ
に

斯
波
義
敏
（「
武
衛
三
位
入
道
」）
が
姿
を
あ
ら
わ
し
、
雅
楽
を
聴
聞
し
た
（
波
線
部
）、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

斯
波
氏
と
い
う
氏
族
は
雅
楽
に
造
詣
が
深
か
っ
た
ら
し
く
、
近
江
出
陣
の
前
後
に
は
笙
に
関
し
て
特
に
顕
著
な
動
向
を
見
せ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
の
斯
波
氏
は
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
斯
波
武
衛
自
尾
州
上
洛
、
今
度
江
州
御
進
発
為
供
奉
云

（々
11
（

、

　

近
江
出
陣
の
直
前
の
時
期
に
、
斯
波
義
敏
の
子
息
で
あ
る
義
寛
（
斯
波
家
当
主
）
は
尾
張
か
ら
上
洛
し
、
幕
府
に
出
仕
し
た
様
子
が

う
か
が
え
る
。
ま
た
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
斯
波
父
子
が
こ
の
時
期
に
義
材
と
接
近
し
た
背
景
に
は
、
越
前
国
に
お
け
る
領

国
支
配
の
実
質
を
回
復
す
る
と
い
う
、
斯
波
氏
最
大
の
懸
案
が
あ
っ
た

（
11
（

。
近
江
出
陣
前
後
の
時
期
に
斯
波
氏
は
義
材
に
急
接
近
し
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
斯
波
氏
の
動
向
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
達
智
門
が
斯
波
氏
邸
宅
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
特
異
な
動
き
も
、
単
に
斯

波
氏
が
笙
に
造
詣
が
深
か
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
近
江
出
陣
に
関
す
る
重
要
な
儀
器
の
管
理
役
と
し
て
義
材
が
斯
波
氏

を
指
名
し
、
参
賀
や
出
陣
行
列
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
の
こ
と
を
喧
伝
し
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
、
近
江
出
陣
で
特
別
な
存
在
感
を
示
す
守
護
大
名
が
あ
る
。
一
色
氏
で

あ
る
。
斯
波
義
寛
に
先
ん
じ
る
こ
と
二
週
間
あ
ま
り
、
七
月
二
六
日
に
一
色
義
直
も
近
江
出
陣
に
供
奉
す
べ
く
二
千
人
ば
か
り
を
従
え

て
上
洛
を
果
た
し

（
11
（

、
二
八
日
は
義
材
の
も
と
へ
と
出
仕
を
遂
げ
た

（
11
（

。
そ
し
て
斯
波
氏
が
達
智
門
と
強
く
関
連
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
一

色
氏
は
御
小
袖
に
関
す
る
儀
礼
的
演
出
に
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

十
日
一
色
参
申
、
御
小
袖
櫃
開
之
御
拝
見
之
、
御
幡
方
加
治
以
下
聖
護
院
准
后
申
御
沙
汰
也

（
11
（

、

　

近
江
出
陣
の
前
月
に
あ
た
る
八
月
の
一
〇
日
、
一
色
が
将
軍
御
所
に
参
上
し
、
御
小
袖
な
ど
の
入
っ
た
唐
櫃
の
中
身
を
拝
見
し
て
い
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る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
二
週
間
ほ
ど
経
っ
た
同
二
三
日
、
御
小
袖
の
披
露
が
行
わ
れ
た
。『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
延
徳
三
年
八

月
二
三
日
条
を
掲
げ
よ
う
。

　

 

公
方
御
小
袖
御
披
見
、
一
色
参
申
、
有
其
儀
哉
、
山
名
同
、
因
幡
守
護
父
子
参
申
、
夕
方
畠
山
参
申
、
筒
井
代
成
身
院
十
市
召
具
之
、

御
対
面
云
々
、

　

こ
の
日
、
ま
ず
最
初
に
披
露
の
場
に
姿
を
現
し
た
の
が
一
色
義
直
で
あ
り
、
そ
の
後
、
山
名
父
子
や
畠
山
な
ど
の
大
名
層
、
あ
る
い

は
筒
井
な
ど
の
国
人
層
が
召
さ
れ
て
い
る
。
御
小
袖
の
儀
礼
的
演
出
に
お
い
て
、
一
色
義
直
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
義
材
の
近
江
出
陣
に
お
い
て
達
智
門
と
御
小
袖
が
儀
礼
的
演
出
装
置
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑

み
る
な
ら
ば
、
斯
波
氏
と
一
色
氏
は
近
江
出
陣
を
考
え
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
色
義
直
が
近
江
出
陣
の
隊

列
行
粧
に
お
い
て
「
御
小
袖
奉
行
」
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
そ
の
隊
列
に
お
い
て
、
一
色
義
直
が
斯
波
義
敏
に
次
ぐ

二
番
手
の
位
置
順
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
示
唆
に
富
む
。

　

斯
波
義
敏
と
一
色
義
直
は
近
江
出
陣
の
直
前
に
上
洛
し
た
が
、
彼
ら
は
、
出
陣
の
隊
列
に
お
い
て
も
先
鋒
・
次
鋒
の
順
序
に
あ
り
、

同
時
に
、
達
智
門
・
御
小
袖
の
儀
礼
的
演
出
に
関
す
る
役
割
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
足
利
義
材
は
近
江
出
陣
に
お
い
て
将
軍
と
し
て
の

正
当
性
を
演
出
す
る
儀
器
と
し
て
達
智
門
・
御
小
袖
を
活
用
し
た
が
、
そ
の
達
智
門
と
御
小
袖
の
管
理
役
を
担
っ
た
の
が
斯
波
氏
と
一

色
氏
で
あ
り
、
義
材
の
政
権
構
想
に
お
い
て
、
両
氏
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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三
、
近
江
出
陣
と
義
材
の
政
権
構
想

　

達
智
門
に
関
す
る
考
察
か
ら
は
近
江
出
陣
に
お
い
て
、
義
材
が
斯
波
氏
と
一
色
氏
に
高
い
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
た
可
能
性
が
浮
か

び
上
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
、
そ
こ
か
ら
義
材
の
政
権
構
想
、
あ
る
い
は
近
江
出
陣
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
い
。

　

1
．
近
江
出
陣
と
明
徳
の
乱

　

前
近
代
社
会
に
お
け
る
日
本
の
為
政
者
が
ど
の
よ
う
な
政
治
姿
勢
に
あ
っ
た
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
有
効
な
手
法
と
し
て
、
そ
の

為
政
者
が
い
か
な
る
先
例
を
重
視
し
て
い
た
か
を
追
求
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。室
町
幕
府
将
軍
の
政
治
姿
勢
を
検
討
す
る
際
に
は
、

先
例
認
識
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
る
。
義
材
の
政
治
姿
勢
、
あ
る
い
は
近
江
出
陣
に
込
め
た
政
治
的
意
図
を
考
え
る
た
め

に
は
、
そ
の
際
の
準
拠
先
例
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
端
的
に
結
論
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
次
掲
史
料
に

あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
明
徳
の
乱
で
あ
っ
た
。

　

今
日
公
方
御
出
立
ハ
明
徳
度
鹿
苑
院
殿
・
一
色
殿
御
出
之
様
ニ
候
也

（
11
（

、

　

義
材
は
近
江
出
陣
に
お
い
て
明
徳
の
乱
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
明
徳
の
乱
が
先
例
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
義
材
は
近
江
出
陣
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
演
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
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と
い
う
点
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

赤
松
勢
上
原
父
子
彼
是
四
五
騎
歟
、
兵
部
少
輔
未
罷
上
云
々
、
武
田
伊
豆
守
後
騎
四 

十
六
人

　

早
旦
畠
山
尾
張
守
経
大
原
辻
下
向
云
々
、
馬
上
七
十
騎
云
々
、
大
和
衆
相
加
之
云

（々
11
（

、

　

近
江
出
陣
の
た
め
の
軍
勢
が
京
都
を
出
立
し
た
の
は
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
で
あ
り
、
貴
族
も
庶
民
も
京
都
の
住
人
た
ち
は
こ
ぞ
っ

て
、そ
の
様
子
を
見
物
し
た
。
軍
勢
の
中
に
は
、「
赤
松
勢
上
原
父
子
」
や
畠
山
尚
順
な
ど
の
姿
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

赤
松
勢
に
つ
い
て
は
「
彼
是
四
五
騎
」
し
か
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
田
が
「
後
騎
四
十
六
人
」、
畠
山
に
い
た
っ
て
は

騎
兵
だ
け
で
七
十
騎
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
赤
松
勢
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
実
戦
力
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
当
主
の
政
則
（「
兵
部
少
輔
」）
も
期
日
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
赤
松

勢
」
と
わ
か
る
か
た
ち
で
出
陣
行
列
に
加
え
ら
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

　

京
極
治
部
少
輔
殿
昨
日
出
陳
（
略
）
今
夜
右
京
兆
自
山
科
参
三
井
陳
営
、
大
将
乃
御
対
面
、
京
兆
之
衆
警
固
御
陳
云

（々
11
（

、

　

近
江
出
陣
に
は
一
足
早
く
京
極
政
光
が
出
立
し
て
い
た
。
ま
た
従
軍
に
消
極
的
で
あ
っ
た
細
川
政
元
も
、
三
井
寺
で
合
流
し
、
義
材

本
営
を
警
固
し
た
。

　

次
に
山
名
氏
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
先
に
一
色
義
直
と
御
小
袖
披
露
に
関
す
る
史
料
と
し
て
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
延
徳

三
年
八
月
二
三
日
条
を
挙
げ
た
が
、そ
こ
に
は
一
色
義
直
に
続
い
て「
因
幡
守
護
父
子
」（
山
名
豊
時
と
豊
重
）が
披
見
に
預
か
っ
て
い
た
。
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そ
し
て
、
同
じ
く
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
二
七
日
条
に
は
「
大
名
ニ
ハ
武
衛
織
田
召
具

、
山
名
因
幡
守
護

、
細
川
淡
路
守
護
、
武
田
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
山
名
豊
時
（
及
び
子
息
の
豊
重
）
は
、
一
色
義
直
ら
と
と
も
に
御
小
袖
を
拝
見
し
、
斯
波
義
寛
（「
武
衛
」）・
細
川
尚
春
（「
細

川
淡
路
守
護
」）・
武
田
元
信
と
並
ぶ
「
大
名
」
四
人
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
（
現
地
参
集
で
は
な
く
）
出
陣
行
列
に
従
事
す
る
な
ど
、

近
江
出
陣
に
お
い
て
主
要
な
キ
ャ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
山
名
氏
は
豊
時
だ
け
で
な
く
一
族
を
挙
げ
て
近
江
出
陣

に
参
戦
し
て
い
た
こ
と
は
『
兵
庫
県
史
』
な
ど
に
詳
し
い

（
11
（

。

　

以
上
の
顔
触
れ
を
総
合
す
る
と
、
義
材
は
自
ら
の
近
江
出
陣
に
つ
い
て
諸
大
名
に
よ
る
守
護
連
合
軍
と
い
う
形
態
に
強
い
こ
だ
わ
り

を
有
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。と
す
る
な
ら
ば
、義
材
が
明
徳
の
乱
を
近
江
出
陣
の
先
例
と
し
て
採
用
し
た
背
景
に
は
、そ
れ
が「
諸

大
名
を
招
集
し
た
室
町
殿
の
親
征
」
と
い
う
形
式
を
整
え
る
に
あ
た
っ
て
好
適
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
必
ず
し
も
明
徳
の
乱
を
適
例
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
明
徳
記
』
を
紐
解
い
て
み
よ
う
。

　

 

御
所
様
は
廿
六
日
辰
の
一
点
に
一
色
左
京
大
夫
の
亭
中
御
門
堀
河
の
宿
所
ヘ
御
出
成
。
家
僕
御
退
治
の
御
出
な
れ
ば
と
て
、
御
き
せ

な
が
を
も
め
さ
れ
ず
、
御
烏
帽
子
に
長
絹
の
御
直
垂
を
め
さ
れ
て
、
篠
作
と
云
御
太
刀
を
ぞ
佩
か
せ
給
た
り
け
る
。
御
馬
廻
の
人
々

も
皆
々
折
烏
帽
子
に
て
す
わ
う
・
は
か
ま
な
り
、
其
外
の
諸
軍
勢
は
み
な
ひ
た
物
の
ぐ
に
て
、
一
勢
ゝ
ゝ
打
ち
出
で
ゝ
、
内
野
に
陣

を
ぞ
取
た
り
け
る

（
1（
（

、

　

明
徳
の
乱
に
お
い
て
当
時
の
将
軍
義
満
は
中
御
門
堀
川
の
一
色
宿
所
に
、
家
僕
相
手
の
戦
い
ゆ
え
に
敢
え
て
華
々
し
く
な
い
格
好
で

出
陣
す
る
と
い
う
演
出
を
施
し
た
。
馬
廻
衆
の
み
を
引
き
連
れ
、
諸
大
名
は
一
騎
ず
つ
内
野
各
地
に
陣
を
取
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
演
出

が
近
江
出
陣
当
時
の
義
材
の
意
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ
、
応
永
の
乱
の
方
が
好
適
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
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か
と
思
わ
れ
る
。

　

 

同
八
日
、
相
公
モ
東
寺
ニ
被
召
御
陣
ケ
リ
、
御
馬
廻
二
千
余
騎
、
御
伴
ノ
人
々
ニ
ハ
管
領
子
息
尾
張
守
、
前
管
領
、
同
子
息
左
衛
門

佐
、
吉
良
、
石
堂
、
吉
見
、
渋
川
、
一
色
、
今
川
、
土
岐
、
佐
々
木
、
武
田
、
小
笠
原
、
富
樫
、
河
野
等
ヲ
始
ト
シ
テ
、
已
上
其
勢

三
万
余
騎
、
同
十
四
日
、
八
幡
ニ
御
陣
ヲ
被
召
ケ
ル
、
其
日
軈
テ
自
八
幡
管
領
前
管
領
ヲ
為
先
都
合
其
勢
三
万
余
騎
、
和
泉
国
ニ
発

向
ス

（
11
（

、

　

右
は
『
応
永
記
』
か
ら
の
引
用
だ
が
、
応
永
の
乱
に
お
い
て
義
満
は
「
管
領
子
息
」（
畠
山
満
家
）、「
前
管
領
」（
斯
波
義
将
）
以
下

を
率
い
、
八
幡
ま
で
華
々
し
く
出
陣
し
て
い
る
。「
諸
大
名
を
招
集
し
た
室
町
殿
の
親
征
」
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
応
永
の
乱
こ
そ
、

近
江
出
陣
の
先
例
と
し
て
相
応
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
明
徳
の
乱
が
近
江
出
陣
に
相
応
し
く
な
か
っ
た
理
由
が
、
も
う
一
つ
あ
る
。
再
び
『
明
徳
記
』
を
引
用
す
る
。

　

 

抑
今
度
御
小
袖
ヲ
召
サ
レ
ズ
シ
テ
、
フ
ス
ベ
皮
ノ
御
腹
巻
ヲ
召
レ
ケ
ル
御
事
ハ
何
事
ゾ
ト
申
ス
ニ
、
御
小
袖
ハ
朝
家
ノ
御
敵
御
対
治

ノ
時
召
サ
ル
佳
例
ノ
御
着
長
ナ
リ
、
今
度
御
家
僕
ノ
悪
逆
ヲ
御
誡
ノ
御
沙
汰
ノ
御
対
治
ナ
レ
バ
、
敵
ニ
ア
ハ
ヌ
御
着
長
ナ
リ
、
其
上

又
軍
勢
ニ
マ
ギ
レ
テ
、
若
氏
清
満
幸
等
ヲ
御
覧
ジ
付
サ
セ
給
ハ
バ
、
人
手
ニ
モ
カ
ケ
ズ
、
御
自
ラ
ア
テ
落
サ
ム
ト
思
召
ケ
ル
故
ト
ゾ

聞
エ
シ
、

　

著
名
な
逸
話
で
あ
る
が
、
明
徳
の
乱
に
お
い
て
義
満
は
御
小
袖
を
「
今
度
御
家
僕
ノ
悪
逆
ヲ
御
誡
ノ
御
沙
汰
ノ
御
対
治
ナ
レ
バ
、
敵
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ニ
ア
ハ
ヌ
御
着
長
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
敢
え
て
使
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
徳
の
乱
は
必
ず
し
も
、
近
江
出
陣
に
お
い
て
好

適
な
先
例
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
徳
の
乱
を
先
例
と
し
て
前
面
に
押
し
出
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
当

時
の
政
治
動
向
か
ら
状
況
証
拠
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
義
材
は
実
父
義
視
が
西
幕
府
に
収
ま
っ
て
以
来
、
基
本
的
に
大
内
氏
と

は
良
好
な
関
係
に
あ
り
、
明
応
の
政
変
に
よ
っ
て
流
浪
し
て
か
ら
は
大
内
氏
に
依
存
し
な
が
ら
政
権
復
帰
を
遂
げ
、
義
稙
政
権
を
維
持

し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
大
内
氏
と
の
関
係
性
を
考
え
る
な
ら
ば
応
永
の
乱
を
先
例
と
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
い
う
の
が
一
つ

に
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
応
永
の
乱
の
時
に
出
陣
し
た
義
満
は
、
す
で
に
将
軍
位
を
義
持
に
譲
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

も
、
義
材
の
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
面
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
上
に
前
章
で
強
調
し
た
斯
波
氏
や
一
色
氏
の
存
在
が
、
近
江
出
陣
の
先
例
を
明
徳
の
乱
に
求
め
さ
せ
た

の
だ
と
考
え
た
い
。『
明
徳
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

　

 

内
野
口
ノ
大
勢
モ
皆
々
戦
屈
シ
タ
レ
バ
、
誰
ヲ
カ
遣
ベ
キ
ト
テ
御
覧
ジ
廻
サ
レ
ケ
ル
処
ニ
、
一
色
ノ
左
京
大
夫
申
サ
レ
ケ
ル
ハ
、
無

勢
ニ
コ
ソ
候
ヘ
ド
モ
、
詮
範
罷
向
テ
一
合
戦
仕
ル
ベ
キ
由
ヲ
申
サ
レ
ケ
レ
バ
、
御
所
様
誠
ニ
御
快
ヨ
ゲ
ニ
御
気
色
ニ
テ
、
更
バ
ト

ク
ゝ
ゝ
差
寄
テ
事
ノ
躰
ヲ
見
給
ベ
シ
、
治
部
大
輔
ヲ
モ
遣
サ
ル
ベ
キ
由
仰
有
ケ
レ
バ
、
左
京
大
夫
ノ
兵
三
百
餘
騎
ヲ
二
条
ヲ
東
ヘ
懸

テ
行
ク
（
略
）
山
名
陸
奥
守
氏
清
四
十
八
ト
申
シ
ニ
、
押
小
路
大
宮
ニ
テ
一
色
左
京
大
夫
詮
範
父
子
ノ
手
ニ
懸
ケ
討
レ
給
ニ
ケ
リ
、

　

幕
府
軍
が
窮
地
に
陥
っ
た
時
に
一
色
隊
が
出
動
し
、
や
が
て
斯
波
隊
と
と
も
に
敵
将
の
山
名
氏
清
を
討
ち
取
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
徳
の
乱
と
は
斯
波
と
一
色
の
両
氏
が
活
躍
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
。
一
色
氏
に
つ
い
て
は
応
永
の
乱
で
も
相
応
の

活
躍
を
見
せ
て
い
る
が

（
11
（

、
斯
波
氏
に
目
立
っ
た
活
躍
は
な
い
。
つ
ま
り
、
多
く
の
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も
明
徳
の
乱
が
準
拠
先
例
と
さ
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れ
た
の
は
、
斯
波
氏
と
一
色
氏
、
特
に
斯
波
氏
の
存
在
を
強
調
す
る
と
い
う
近
江
出
陣
に
お
け
る
義
材
の
政
治
姿
勢
を
反
映
し
た
も
の

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

近
江
出
陣
直
前
に
お
け
る
雅
楽
（
達
智
門
）
に
関
し
て
特
徴
的
だ
っ
た
斯
波
氏
・
一
色
氏
重
視
と
い
う
傾
向
と
、
明
徳
の
乱
が
先
例

と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
と
は
、
軌
を
一
に
す
る
現
象
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

2
．
近
江
出
陣
と
康
暦
の
政
変

　

笙
に
ま
つ
わ
る
動
向
や
先
例
認
識
か
ら
、
足
利
義
材
が
近
江
出
陣
に
お
い
て
斯
波
氏
と
一
色
氏
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
と
な
る
と
、
次
に
究
明
す
べ
き
は
、
な
ぜ
義
材
は
斯
波
氏
や
一
色
氏
を
重
視
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ふ
た
た
び

話
題
を
笙
に
戻
し
て
、
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

前
稿
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、足
利
義
材
は
延
徳
三
年
七
月
二
八
日
に
笙
始
儀
を
遂
げ
た
。近
江
出
陣
直
前
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
り
、『
北

野
社
家
日
記
』
の
同
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
、
今
日
、
公
方
様
御
笙
初
御
座
云
々
、
就
御
動
座
之
儀
也
、
御
代
ゝ
如
此
、

　

こ
こ
で
は
、
近
江
出
陣
に
際
し
て
笙
始
儀
が
催
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
御
代
ゝ
如
此
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
『
北

野
社
家
日
記
』
の
認
識
に
対
し
て
三
島
暁
子
氏
は
「
管
見
に
よ
れ
ば
、「
笙
始
」
と
「
御
動
座
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
将
軍
は
こ

の
義
材
の
み
な
の
で
あ
る

（
11
（

」
と
評
し
た
。
確
か
に
三
島
氏
が
い
う
よ
う
に
義
教
・
義
政
・
義
尚
の
笙
始
儀
に
「
御
動
座
」
と
の
関
わ
り
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は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
近
江
出
陣
の
先
例
が
義
満
将
軍
期
の
明
徳
の
乱
で
あ
っ
た
以
上
、
義
満
の
笙
始
儀
に
つ
い
て
は
、
よ

り
丁
寧
に
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

義
満
笙
始
儀
の
具
体
的
様
相
を
唯
一
伝
え
て
く
れ
る
『
愚
管
記
』
永
和
五
年
（
一
三
七
九
）
二
月
九
日
条
が
示
す
と
お
り

（
11
（

、
そ
の
挙

行
は
永
和
五
年
二
月
（
同
年
三
月
康
暦
元
年
に
改
元
、以
下
「
康
暦
」
で
統
一
）
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
前
後
の
時
期
に
、「
御

動
座
」
に
相
当
す
る
出
来
事
を
探
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
史
料
に
突
き
当
た
る
。

　

大
樹
為
南
方
対
治
進
発
于
当
寺
、
御
陣
始
也

（
11
（

、

　

直
後
で
は
な
く
直
前
で
は
あ
る
が
、
笙
始
儀
に
前
後
す
る
時
期
に
義
満
は
「
当
寺
」（
東
寺
）
に
出
陣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
義
材

が
近
江
出
陣
の
直
前
に
笙
始
儀
を
挙
行
し
た
の
は
、
義
満
が
東
寺
出
陣
の
直
後
に
笙
始
儀
を
遂
げ
た
先
例
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
江
出
陣
に
は
、
明
徳
の
乱
だ
け
で
な
く
、
東
寺
出
陣
に
も
連
な
る
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、東
寺
出
陣
と
は
、ど
の
よ
う
な
政
治
的
意
義
を
帯
び
た
出
来
事
だ
っ

た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
政
局
の
流
れ
を
再
確
認
す
れ
ば
済
む
。

　

す
な
わ
ち
、
義
満
の
東
寺
出
陣
と
は
、
楠
木
正
儀
帰
順
の
後
も
幕
府
に
服
さ
な
い
橋
本
正
督
軍
を
相
手
に
紀
伊
守
護
の
細
川
業
秀
が

敗
走
し
た
の
を
受
け
て
、
反
細
川
派
で
あ
っ
た
山
名
氏
が
援
軍
派
遣
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、
義
満
が
出
陣
し
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る

（
11
（

。

そ
し
て
、
こ
の
際
の
山
名
氏
の
戦
勝
を
契
機
に
反
細
川
氏
勢
力
が
勢
い
づ
き
、
康
暦
の
政
変
と
し
て
帰
結
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
康
暦
の
政
変
に
つ
い
て
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。
狭
義
の
政
変
は
康
暦
元
年
の
閏
四
月
一
四
日
に
起
き
て

い
る

（
11
（

。
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し
か
し
、
流
れ
で
捉
え
た
場
合
、
同
年
の
二
月
下
旬
の
政
局
が
重
要
と
な
る
。『
迎
陽
記
』
の
康
暦
元
年
二
月
二
三
と
二
五
日
条
を

掲
げ
よ
う
。

　

 

世
上
物
忩
猶
不
休
、
南
都
発
向
勢
、
吉
見
・
赤
松
・
富
樫
・
六佐

々
木角
、
此
四
人
京
著
、
玉
堂
・
土
岐
刑
部
大
輔
没
落
江
州
云
々
、
就
之

此
両
人
有
所
存
歟
之
由
披
露
、
猶
諸
人
鬱
々
、（
二
三
日
条
）

　

 

今
日
玉
堂
自
江
州
入
洛
、三
度
召
御
教
書
遅
到
之
間
、憚
時
宜
没
落
、而
有
召
之
条
、無
子
細
之
間
所
参
也
、則
参
大
樹
第
対
面
云
々
、

（
二
五
日
条
）

　

実
は
康
暦
の
政
変
の
二
ヶ
月
ほ
ど
前
、
大
和
出
陣
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
、
斯
波
義
将
（「
玉
堂
」）
と
土
岐
義
行
が
近
江
に
離

脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
義
将
が
「
入
洛
」
し
義
満
邸
を
御
所
巻
き
す
る
こ
と
で
細
川
頼
之
を
失
脚
さ
せ
た
と
い
う
の
が
康
暦
の

政
変
で
あ
り
、
斯
波
義
将
の
「
入
洛
」
が
康
暦
の
政
変
の
直
接
的
端
緒
と
い
え
る
。

　

以
上
の
顛
末
を
踏
ま
え
、
東
寺
出
陣
か
ら
細
川
頼
之
の
失
脚
ま
で
を
「
康
暦
の
政
変
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
将
軍
の
出
陣
」「
斯
波

氏
当
主
の
上
洛
」
と
い
う
意
味
で
、
義
材
の
近
江
出
陣
と
見
事
に
構
図
が
重
な
る
の
で
あ
る
。
近
江
出
陣
に
際
し
て
は
、
表
面
上
は
明

徳
の
乱
が
先
例
な
が
ら
、
康
暦
の
政
変
と
の
類
似
点
も
見
逃
せ
ま
い
。
義
材
の
笙
始
儀
が
出
陣
直
前
に
催
さ
れ
た
の
は
、
明
徳
の
乱
の

先
例
に
彩
ら
れ
た
近
江
出
陣
に
康
暦
の
政
変
に
連
な
る
要
素
を
組
み
入
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

義
材
は
、
近
江
出
陣
に
あ
た
っ
て
、
直
前
に
お
け
る
義
満
の
東
寺
出
陣
と
い
う
事
実
を
絡
め
な
が
ら
康
暦
の
政
変
の
先
例
を
明
徳
の

乱
の
先
例
の
中
に
紛
れ
込
ま
せ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
先
例
操
作
を
行
っ
て
ま
で
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康
暦
の
政
変
の
先
例
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
康
暦
の
政
変
と
は
斯
波
義
将
（
義
将
・
義
重
父
子
の
父
祖
）
が
細
川
頼

之
に
代
わ
っ
て
政
権
の
中
枢
に
復
帰
し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
明
徳
の
乱
も
康
暦
の
政
変
も
、
斯
波
義
敏
・
義
寛
父
子
を

斯
波
義
将
・
義
重
父
子
に
な
ぞ
ら
え
、
斯
波
氏
の
存
在
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
の
に
好
適
な
先
例
と
い
う
意
味
で
通
底
す
る
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
ま
で
、
本
稿
で
は
三
章
に
わ
た
っ
て
、
足
利
義
材
に
よ
る
近
江
出
陣
や
、
そ
の
前
後
の
時
期
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
笙
に
関

す
る
儀
礼
的
諸
事
例
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
は
一
貫
し
て
、「
斯
波
氏
（
及
び
一
色
氏
）
を
重
視
し
、
そ
の
存
在
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
せ
る
」
と
い
う
狙
い
が
義
材
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、「
で
は
な
ぜ
義
材
は
、
斯
波
氏
を
重
視
し
、
そ
れ
を
演
出

し
た
の
か
」
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
、
山
田
康
弘
氏
に
よ
る
次
の
指
摘

で
あ
る
。

　

 

戦
国
時
代
の
歴
代
将
軍
た
ち
は
、
京
兆
家
に
過
度
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
こ
の
よ
う
な
危
険
性
（
京
兆
家
と
一
蓮
托
生
に
な

る
危
険
性

−

石
原
注
）
の
分
散
を
は
か
る
べ
く
、
か
つ
て
の
よ
う
な
「
将
軍
が
幅
広
い
複
数
の
在
京
大
名
た
ち
に
支
え
ら
れ
る
」
と

い
う
体
制
の
再
構
築
を
目
指
し
た
。

　

（
略
）

　

 

戦
国
期
歴
代
将
軍
た
ち
は
次
善
の
策
と
し
て
、
特
定
の
大
名
に
支
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
在
京
大
名
に
将
軍
が
支
え
ら
れ

る
と
い
う
体
制
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
で
危
険
性
の
分
散
を
は
か
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る

（
11
（

。
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戦
国
期
の
将
軍
に
と
っ
て
の
課
題
が
、「
複
数
の
在
京
大
名
に
将
軍
が
支
え
ら
れ
る
と
い
う
体
制
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
」
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
義
材
に
と
っ
て
近
江
出
陣
と
は
、
明
徳
の
乱
に
お
け
る
守
護
連
合
軍
を
再
生
産
し
、
そ
こ
に
康
暦
の
政
変
の
要
素
も
混

ぜ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
斯
波
氏
の
存
在
感
を
浮
上
さ
せ
、
細
川
氏
の
み
に
依
存
し
な
い
幕
府
体
制
を
再
構
築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

こ
と
を
儀
礼
的
に
演
出
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る

（
11
（

。
別
言
す
れ
ば
、
義
材
が
近
江
出
陣
を
断
行

し
た
真
意
と
は
、
細
川
政
元
な
る
存
在
の
相
対
化
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
明
徳
の
乱
に
お
け
る
細
川
氏
の
影
は
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
薄
い
し
、
康
暦
の
政
変
に
連
な
る
要
素
は
、
義
材
の
露
骨
な
細
川
氏
に
対
す
る
挑
発
と
受
け
止
め
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

義
材
は
近
江
出
陣
に
あ
た
っ
て
雅
楽
（
達
智
門
）
を
活
用
し
た
将
軍
権
威
喧
伝
工
作
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
た
の
が
斯

波
氏
と
一
色
氏
で
あ
り
、
明
徳
の
乱
が
先
例
視
さ
れ
た
理
由
も
、
そ
の
脈
絡
で
理
解
で
き
る
。
な
か
で
も
、
康
暦
の
政
変
に
関
す
る
先

例
を
紛
れ
込
ま
せ
る
と
い
う
先
例
工
作
な
ど
に
よ
り
斯
波
氏
家
督
の
存
在
を
強
調
す
る
演
出
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
斯
波
氏
は
最
重
要

視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
義
材
に
よ
る
京
兆
家
牽
制
と
い
う
政
治
的
意
図
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
足
利
義
材
は
細
川
氏
と

は
距
離
を
置
き
つ
つ
、
斯
波
氏
な
ど
が
前
面
に
押
し
立
て
ら
れ
る
（
細
川
氏
が
特
出
し
な
い
）
守
護
連
合
政
権
を
構
想
し
て
い
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

お
わ
り
に
～
義
材
が
目
指
し
た
も
の

　

か
つ
て
拙
稿
に
お
い
て
、
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
笙
が
持
っ
た
意
義
は
、
時
期
に
よ
っ
て
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た

（
1（
（

。

　

南
北
朝
期
に
お
け
る
足
利
家
に
と
っ
て
の
笙
と
は
、「
東
国
社
会
の
主
た
る
こ
と
の
象
徴
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
前

九
年
の
役
の
源
義
家
・
義
光
が
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、「
出
陣
中
」「
東
国
」
と
い
う
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
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そ
れ
に
対
し
、宮
廷
芸
能
を
嗜
み
、笙
に
つ
い
て
も
実
際
に
所
作
す
る
義
満
に
と
っ
て
笙
は
、「
公
家
社
会
の
一
員
た
る
た
め
の
教
養
」

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
義
持
か
ら
義
政
に
い
た
る
将
軍
た
ち
は
実
際
に
笙
を
所
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
将
軍
た
ち
に
と
っ
て
笙

は
義
満
の
後
継
者
（
＝
正
当
な
足
利
将
軍
家
家
長
）
た
る
こ
と
を
儀
礼
的
に
演
出
す
る
装
置
で
あ
り
、
機
能
は
笙
始
儀
に
収
斂
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
時
期
の
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
の
笙
と
は
、「
武
家
の
長
た
る
こ
と
の
象
徴
」
で
あ
っ
た
。

　

右
の
三
段
階
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
本
章
で
触
れ
て
き
た
義
材
と
笙
と
の
関
係
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

義
材
の
笙
始
儀
に
つ
い
て
は
、
出
陣
前
後
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
意
味
で
、
東
寺
出
陣
直
後
に
笙
始
儀
を
遂
げ
た
義
満
の
先
例
に
近

似
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
義
材
が
義
満
期
の
笙
を
意
識
し
、「
公
家
社
会
の
一
員
た
る
た
め
の
教
養
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
か

と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
笙
へ
の
関
与
実
態
で
い
え
ば
、
義
材
が
実
際
に
所
作
し
た
事
例
は
な
く
、
宮
廷
儀
礼
に
コ
ミ
ッ

ト
し
た
様
子
も
伺
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
義
持
以
降
段
階
と
同
様
に
「
武
家
の
長
た
る
こ
と
の
象
徴
」
と
の
意
義
を
与
え
て

い
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
出
陣
と
の
関
わ
り
が
色
濃
い
こ
と
か
ら
、
義
持
か
ら
義
政
の
時
期
の
将
軍
の
笙
始
儀
と

も
異
質
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
義
材
は
、
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
。
本
稿
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
義
材
と
笙
と
の
関
係
を
辿
っ
て
い

く
と
、「
達
智
門
」
な
る
笙
器
（
及
び
「
御
小
袖
」）
に
高
い
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
達
智
門
は
義

詮
に
関
す
る
説
話
を
持
つ
楽
器
で
あ
り
、
御
小
袖
は
義
家
や
尊
氏
に
由
来
す
る
儀
礼
的
武
具
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
特
に
御
小
袖
は

朝
廷
討
伐
（
＝
合
戦
）
の
と
き
に
用
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
南
北
朝
内
乱
を
戦
場
で
戦
っ
た
時
代
の
足
利
将
軍
家
家
長
を
想
起
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
義
材
笙
始
儀
と
強
い
連
関
性
の
あ
る
近
江
出
陣
は
、
明
徳
の
乱
と
東
寺
出
陣
の
先
蹤
を
要
素
と
し
て
含
み
込

ん
で
い
た
。
こ
の
明
徳
の
乱
と
東
寺
出
陣
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
も
義
満
が
実
際
に
出
陣
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
と
も
に
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義
満
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
い
ま
だ
南
北
朝
内
乱
の
余
波
が
残
る
時
代
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る

（
11
（

。

　

義
材
に
と
っ
て
の
笙
と
は
、
戦
地
に
出
陣
し
て
い
た
頃
の
義
満
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
拙
著

の
終
章
や
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に

（
11
（

、
戦
国
期
に
は
、〈
儀
礼
的
秩
序
の
再
生
産
に
よ
り
将
軍
が
諸
大
名
の
上
に
君
臨
す
る
〉
と
い
う
室

町
期
的
な
将
軍
の
あ
り
か
た
に
破
綻
が
き
た
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
段
階
の
お
い
て
将
軍
職
を
襲
職
し
た
義
材
に
と
っ
て
の

課
題
は
、
将
軍
権
威
の
再
構
築
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
課
題
に
対
し
て
義
材
が
出
し
た
解
答
案
こ
そ
、「
戦
地

に
出
陣
し
て
い
た
頃
の
義
満
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、〈
戦

場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
あ
り
か
た
（
＝
南
北
朝
的
将
軍
像
）
へ
の
回
帰
こ
そ
、
義
材
の
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
目
的
達
成
へ
の
切
り
札
と
し
て
近
江
出
陣
が
実
行
に
移
さ
れ
、
そ
の
脈
絡
に
お
い
て
笙
に
関
す
る
種
々
の
足
利
家
故
実
が
活
用
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
義
材
に
と
っ
て
の
笙
と
は
、
笙
が
「
東
国
社
会
の
主
た
る
こ
と
」
の
象
徴
で
あ
っ

た
南
北
朝
期
か
ら
、「
公
家
社
会
の
一
員
た
る
た
め
の
象
徴
」
と
変
化
す
る
ま
で
の
端
境
期
、
す
な
わ
ち
南
北
朝
内
乱
の
余
波
が
残
る

時
期
の
義
満
将
軍
期
に
お
け
る
将
軍
像
を
再
生
産
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

笙
に
関
す
る
足
利
家
故
実
な
ど
を
フ
ル
活
用
し
な
が
ら
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
将
軍
像
を
再
生

産
し
、
将
軍
権
威
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
義
材
の
目
論
見
は
、
明
応
の
政
変
と
い
う
破
綻
を
迎
え
、
も
ろ
く
も
失
敗
し
た
。〈
戦
場

に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
将
軍
が
守
護
連
合
軍
を
率
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
将
軍
が
多
く
の
大

名
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
あ
り
か
た
を
現
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
裏
返
す
と
、
細
川
氏
の
相
対
化
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
近
江
出
陣
（
そ
し
て
、
あ
る
い
は
河
内
出
陣
も
含
め
）
義
材
の
目
的
が
、
細
川
氏
の
相
対
化
に
あ
っ
た
以
上
、
明
応

の
政
変
に
よ
っ
て
義
材
が
細
川
氏
に
放
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
い
わ
ば
、
必
然
的
帰
結
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
義
材
の
将
軍
権

威
再
建
策
は
、
頓
挫
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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─
─
─
─
─
─
─

（
1
）「
足
利
義
材
の
笙
始
儀
と
豊
原
統
秋
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
一
二
八　

二
〇
一
七　

以
下
、「
前
稿
」）。

（
2
）『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
）。

（
3
）
坂
本
麻
美
子
「
足
利
義
満
と
笙
」（
小
島
美
子
ほ
か
編
『
日
本
の
音
の
文
化
』
第
一
書
房　

一
九
九
四
）
ほ
か
。

（
4
）
拙
稿
「
足
利
義
満
の
笙
と
西
園
寺
実
兼
の
琵
琶
」（
中
島
圭
一
編
『
十
四
世
紀
の
歴
史
学

−

新
た
な
時
代
へ
の
起
点

−

』
高
志
書
院　

二
〇
一
六
）。

（
5
）
中
原
香
苗
「
豊
原
統
秋
撰
『
舞
曲
之
口
伝
』
考
」（
伊
井
春
樹
編
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
第
二
集　

和
泉
書
院　

一
九
九
九
）。

（
6
）
三
島
暁
子
「
将
軍
が
笙
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」（『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　

二
〇
一
二
、
初
出
二
〇
一
〇
）。

（
7
）「
達
智
門
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
足
利
家
の
笙
」（『
史
友
』
四
二　

二
〇
一
〇
）
を
参
照
。

（
8
）
設
楽
薫
「
足
利
義
材
の
没
落
と
将
軍
直
臣
団
」（『
日
本
史
研
究
』
三
〇
一　

一
九
八
七
）、
四
七
頁
。

（
9
） 

山
田
邦
明
『
日
本
の
歴
史
｜
戦
国
時
代　

戦
国
の
活
力
』（
小
学
館　

二
〇
〇
八
）、
池
享
『
日
本
中
世
の
歴
史
6　

戦
国
大
名
と
一
揆
』（
吉
川
弘
文

館　

二
〇
〇
九
）
な
ど
。

（
10
）「
蒲
生
貞
秀
の
登
場
」（『
近
江
日
野
の
歴
史
』　

二
〇
〇
九
）、
一
〇
三
頁
。

（
11
）『
拾
芥
記
』
永
正
一
二
年
六
月
八
日
条
。

（
12
）『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
五
、八
一
七
頁

（
13
）『
言
国
卿
記
』
明
応
二
年
四
月
二
十
八
日
条
。

（
14
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
九
年
一
二
月
二
七
日
条
。
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（
15
）『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
一
〇
年
一
一
月
九
日
条
。

（
16
）『
実
隆
公
記
』
永
正
八
年
九
月
五
日
条
。

（
17
）
同
八
月
二
七
日
条
。

（
18
）
同
九
月
二
日
条
。

（
19
）『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
一
〇
年
三
月
一
三
日
条
。

（
20
）『
拾
芥
記
』
同
日
条
。

（
21
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
四
日
条
。

（
22
）『
體
源
鈔
』
巻
四
「
名
物
等
物
語
ノ
事
」。

（
23
）
拙
稿
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
足
利
家
の
笙
」（『
史
友
』
四
二　

二
〇
一
〇
）、
三
〇
頁
。

（
24
）
三
島
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
。

（
25
） 『
長
禄
四
年
記
』
七
月
二
八
日
条
（
設
楽
薫
「
室
町
幕
府
評
定
衆
摂
津
之
親
の
日
記
『
長
禄
四
年
記
』
の
研
究
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

三　

一
九
九
二
）。

（
26
）
御
小
袖
に
つ
い
て
は
加
栗
貴
夫
「
足
利
将
軍
家
重
代
の
鎧
「
御
小
袖
」
に
関
す
る
一
考
察
」（『
青
山
史
学
』
三
五　

二
〇
一
七
）。

（
27
）『
後
法
院
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。

（
28
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
二
年
二
月
一
五
日
条
。

（
29
）『
北
野
社
家
日
記
』
明
応
二
年
閏
四
月
二
六
日
条
。

（
30
）「
義
満
出
陣
す
」（『
明
徳
記
』
は
岩
波
文
庫
版
を
用
い
た
。
小
見
出
し
も
そ
れ
に
従
う
）。

（
31
）『
実
隆
公
記
』
明
応
二
年
五
月
九
日
条
。
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（
32
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
四
日
条
。

（
33
）『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。

（
34
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。

（
35
）『
実
隆
公
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
三
日
条
。

（
36
）『
実
隆
公
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
四
日
条
。

（
37
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
四
日
条
。

（
38
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
五
日
条
。

（
39
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
一
九
日
条
。

（
40
）「
武
衛
ヨ
リ
豊
筑
後
守
方
へ
美
物
二
色
被
遣
候
、
予
方
ヘ
状
候
也
、
則
御
見
参
入
候
也
」。

（
41
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
四
年
四
月
八
日
条
。

（
42
）『
親
長
卿
記
』
延
徳
三
年
八
月
一
五
日
条
。

（
43
）『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
二
巻　

一
九
九
八
、四
八
六
頁
。

（
44
）『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
七
月
二
六
日
条
。

（
45
）『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
三
年
七
月
二
八
日
条
。

（
46
）『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
八
月
一
二
日
条
。

（
47
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。

（
48
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。

（
49
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。
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（
50
）『
兵
庫
県
史
』（
項
執
筆
は
永
島
福
太
郎
、
一
九
七
五
、一
四
三
頁
）。

（
51
）『
明
徳
記
』（
上
）「
義
満
方
の
軍
の
配
備
」。

（
52
）『
応
永
記
』（『
群
書
類
従
』
合
戦
部
）。

（
53
） 『
応
永
記
』
に
は
「
天
下
無
双
ノ
名
将
大
内
左
京
権
大
夫
義
弘
入
道
ゾ
、
吾
レ
ト
思
ハ
ン
者
共
討
取
テ
相
公
ノ
御
目
ニ
懸
ヨ
ト
テ
、
名
乗
懸
々
々
戦
ケ

ル
程
ニ
、
終
ニ
尾
張
守
ニ
合
テ
討
死
ス
、（
略
）
去
レ
共
新
介
ガ
堅
メ
ケ
ル
東
ノ
陣
ハ
、
自
元
難
所
ニ
無
左
右
不
破
、
一
色
今
川
両
手
ニ
合
テ
戦
フ
（
略
）

一
色
左
京
大
夫
入
道
、
同
子
息
右
馬
頭
、
其
勢
五
百
余
騎
、
是
モ
自
東
方
父
子
懸
入
ケ
レ
バ
、
相
従
者
共
一
度
ニ
テ
パ
ラ
リ
ト
切
入
テ
、
懸
ツ
返
シ
ツ

無
透
間
戦
フ
処
ニ
、
杉
生
円
明
二
百
余
騎
ニ
テ
馳
加
リ
、
身
命
ヲ
捨
テ
攻
戦
フ
所
ニ
、
新
介
ガ
手
勢
五
百
余
騎
、
一
色
、
今
川
、
杉
生
円
明
ガ
手
ヲ
合
テ
、

一
所
ニ
テ
討
モ
ア
リ
被
討
モ
ア
リ
、
残
勢
二
百
余
騎
ニ
テ
、
此
上
ハ
合
戦
シ
テ
モ
何
カ
セ
ン
ト
テ
新
介
ヲ
始
ト
シ
テ
相
従
者
三
百
余
騎
、
吾
モ
吾
モ
ト

腹
切
ン
ト
シ
ケ
ル
ニ
（
略
）
大
和
路
ニ
懸
リ
テ
行
方
不
知
落
失
ヌ
」
と
あ
る
。

（
54
）
三
島
前
掲
注
（
6
）
論
文
、
一
四
三
頁
。

（
55
）「
伝
聞
、
今
夜
武
家
始
笙
云
々
、
笙
師
信
秋
云
々
、
等
持
院
贈
左
府
受
龍
秋
了
、
今
被
彼
例
歟
」。

（
56
）『
東
寺
王
代
記
』
永
和
四
年
一
二
月
一
五
日
条
。

（
57
）『
和
歌
山
県
史　

中
世
』（
一
九
九
四
）、
三
一
三
～
三
一
五
頁
。

（
58
） 「
諸
人
帯
武
具
、
馳
集
花
御
所
、
申
時
以
二
階
堂
中
務
少
輔
入
道
并
松
田
丹
後
守
為
御
使
可
下
国
之
由
就
被
仰
武
州
、
則
没
落
」（『
花
営
三
代
記
』
康

暦
元
年
閏
四
月
一
四
日
条
）。

（
59
）
山
田
康
弘
『
戦
国
時
代
の
足
利
将
軍
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
一
）、
三
六
頁
。

（
60
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
室
町
幕
府
将
軍
権
威
の
構
造
と
変
容
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
六
三　

二
〇
一
七
）。

（
61
）
拙
稿
「
足
利
家
に
お
け
る
笙
と
笙
始
儀
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
六　

二
〇
一
二
）。
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（
62
）
こ
の
点
か
ら
も
義
材
に
と
っ
て
の
笙
が
「
公
家
社
会
の
一
員
た
る
た
め
の
教
養
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
定
で
き
る
。

（
63
）
拙
著
『
室
町
時
代
の
将
軍
家
と
天
皇
家
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
五
）
お
よ
び
拙
稿
前
掲
注
（
60
）。
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